
反社会的勢力排除に関する覚書 

 

 

株式会社カシワバラ・コーポレーション（以下「甲」という）と                    

（以下「乙」という）とは、政府が公表している「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」

に基づき、甲乙間で現在締結し又は将来締結する一切の契約（書面によるか否かを問いません。以下「本契

約」といいます。）に関し、次のとおり、覚書を締結します。 

 

第１条  甲及び乙は、相手方が次の各号に該当する場合には、相手方に対して本契約の一部もしくは全部

を解除することができる。 

 

（１）役員等（乙が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしく

は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。）が暴力団員であると認められる

場合 

 

（２）暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合 

 

（３）役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 

 

第２条  甲及び乙は、前条により本契約を解除したことにより、損害が生じた時は相手方に損害の賠償を

求めることができる。 

 

第３条  甲及び乙は、本覚書締結日において、自らが暴力団等でないことを表明します。 

 

本覚書成立の証として本書２通を作成し、当事者は記名捺印の上、各１通を保有します。 

 

年  月  日 

（甲） 

住 所 

 

氏 名 

 

（乙） 

住 所 

 

氏 名 


